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※ 逐条解説等は別途協議予定

(令和4年10月時点） 【資料3】条例に係る今後のスケジュールについて（案）
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ただし、あっせん、勧告、公表について

は令和６年４月１日より施行としたい。

（附則に明記予定）

【第6回】

・パブコメ結果

・最終条例（案）確認


